
 

習志野市農業委員会総会議事録 

 令和８年第２回習志野市農業委員会総会は令和８年２月６日（金曜日）に習志野市役

所２階会議室で開催した。 

 

１．開催時刻  午前 ９時３０分 

 

２．委員の出欠席 １６名中１３名出席  欠席３名（網掛け） 

(委員氏名) 

１番 渡邊 喜代美    ２番 廣瀬 克久     ３番 市角 明彦  

４番 都築 博文    ５番 中䑓 明      ６番 金子 光雄 

７番 中野 政博    ８番 村山 茂男     ９番 江口 勝洋 

１０番 三代川 浩一  １１番 矢野 泰宏    １２番 関口 昌弘 

１３番 渡邊 幸枝   １４番 江口 明美 

会 長  三代川 彦博    会長職務代理者 櫻井 茂雄 

 

３．議事録署名人  

   ３番 市角 明彦 ４番 都築 博文 

 

４．議案案件 

  議案第  １  号  生産緑地のあっせん結果について 

   議案第  ２  号  習志野市農業振興地域整備促進協議会委員の推薦について 

    

５．報告案件 

報告第 １ 号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第 ２ 号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

報告第 ３ 号 引き続き農業経営を行っている旨の証明願について 

報告第 ４ 号 引き続き農業経営を行っている旨の証明願について 

報告第 ５ 号 引き続き農業経営を行っている旨の証明願について 

 

６．閉会時間  午前９時５５分 
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みなさん、おはようございます。 

本日もお集まりいただき、ありがとうございます。 

議事に入る前に、大変喜ばしいご報告をさせていただきます。 

１月３０日金曜日に、渡邊 幸枝委員、江口 明美委員のお二人が、長

年にわたり農業委員として市政発展に尽くされた功績が認められ、市政

功労者表彰を受賞されました。 

  お二方におかれましては、今後もその豊富な経験を活かし、本市の農

業発展のためにお力添えをいただけますよう心よりお願い申し上げま

す。 

渡邊 幸枝委員、江口 明美委員、この度は誠におめでとうございま

す。皆様、どうぞ盛大な拍手をお送りください。  

本日、欠席される旨の連絡が、２番、廣瀬 克久委員、９番、江口 勝洋

委員、１１番、矢野 泰宏委員から欠席される旨のご連絡がありました。  

よって、農業委員１６名の内、１３名の出席により、本日の総会は成立

いたしました。 

 

それでは、只今より、令和８年第２回習志野市農業委員会総会を開催

いたします。 

次に、議事録署名人について、「習志野市農業委員会会議規則」第２６

条の規定により議長より指名させていただきます。 

３番、市角 明彦委員、４番、都築 博文委員の両名を指名いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

 

本日付議されました議案は、２件報告事項は、５件であります。 

それでは、早速議事に入ります。 

議案第１号「生産緑地のあっせん結果について」を議案といたします。 

事務局は、議案第１号の議案説明をお願いします。 

 

はい、本日もよろしくお願いします。 

総会資料の１ページをお開きください。 

議案第１号は、生産緑地のあっせん結果についてであります。 

対象となりました生産緑地は、鷺沼台三丁目にある農地三筆であり、 

面積は合計で４４２平方メートルです。 

申請者は、資料記載の通りでございます。 

この度、対象となりました生産緑地につきましては、本年１月に開催さ

れました令和８年第１回総会におきまして、皆様方に、生産緑地の所在地

や買取り希望金額等を情報提供させていただきました。 

本日は、地域の農業従事者で、当該生産緑地の購入を希望された方が

いらっしゃったのか、皆様方より報告を頂戴するものであります。 

なお、本日のあっせん結果につきましては、総会後に市に対し回答い
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たします。 

 

事務局、ありがとうございました。 

本件は、対象となった生産緑地の買取り希望を確認するため、先月の

総会にて、情報提供させていただいた案件です。 

地域の方から、対象地の買取り申出はございましたか。 

対象地が鷺沼台ですので、村山委員なにかありますでしょうか。 

 

ありませんでした。 

 

では、江口委員、何か情報などありませんでしょうか。 

 

ありませんでした。 

 

では、買取りの申出者はいらっしゃらなかったということでよろしい

でしょうか。 

それでは、議案第１号生産緑地のあっせん結果については、買取り申

出無しとして、市に対し回答することといたします。 

事務局は、速やかに市に回答をお願いします。 

 

次に移ります。 

議案第２号、「習志野市農業振興地域整備促進協議会委員の推薦につ

いて」を議題といたします。 

事務局は、議案説明をお願いします。 

 

はい。議長のご指示により、議案第２号について、説明させていただ

きます。 

総会資料の２ページをご覧ください。 

議案第２号、習志野市農業振興地域整備促進協議会委員の推薦につ

いてであります。 

現委員の任期が、令和８年３月３１日をもって満了することに伴い、市

長より農業委員会会長に対し、農業委員２名の推薦依頼があったことか

ら、推薦委員の選出について審議を求めるものです。 

期間は、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間です。 

説明は、以上です。 

 

事務局、ありがとうございました。 

それでは早速ではございますが、こちらの協議会委員に立候補される

方はいらっしゃいませんか。 

立候補される方がいらっしゃらないようですが、市長からは、２名の推
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薦依頼をいただいております。 

よって、事務局に伺いますが、事務局案などはありませんか。  

 

はい。現委員として活躍されている矢野泰宏委員、渡邊幸枝委員に引

き続き担当していただくのはいかがでしょうか。 

 

ありがとうございました。 

ただ今の事務局案に対し、ご意見がある方はいませんか。 

渡邊幸枝委員どうですか。 

 

はい。やる方がいないのであれば、引き続きお受けします。 

 

はい、ありがとうございます。 

矢野泰宏委員については、私が確認しておりまして、やる方がいなけ

れば受けてもよいとの事であります。 

よろしいでしょうか。 

ご意見が無いようなので、お諮りいたします。 

議案第２号、習志野市農業振興地域整備促進協議会の委員には、矢野 

泰宏委員と、渡邊 幸枝委員の両名を推薦することに賛成の方の挙手を

求めます。 

ありがとうございます。 

全員賛成を持ちまして、両名を推薦することに決しました。 

事務局は、市長に対し、両名の推薦を報告してください。 

 

次に、報告事項に移ります。 

報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出の受理

通知です。 

ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

それでは、次に移ります。 

報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出の受理

通知です。 

ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

無いようなので、次に移ります。 

報告第３号は、引き続き農業経営を行っている旨の証明願についてで

す。ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

それでは次に移ります。 

報告第４号は、引き続き農業経営を行っている旨の証明願についてで
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す。ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

地元の三代川浩一委員、何かありませんか。 

 

はい、特にありません。 

 

それでは、次に移ります。 

報告第５号は、引き続き農業経営を行っている旨の証明願についてで

す。写真など添付されておりますが、ご質問やご意見の有る方は、挙手

願います。 

  地元の中臺委員よろしいでしょうか。 

 

はい、畑はいつも綺麗に管理されております。 

 

有難うございます。 

 

中野委員何かお気づきの点ありませんか。 

 

はい、特にありません。 

 

はい、有難うございます。 

質問等が無ければ、以上を持ちまして、総会を終了いたします。 

 

 


